土地売買契約書
※本テンプレートは弁護士監修ですが、土地の地目・所在地・利用予定に応じた修正が必要です。土地売買は宅建業法・民法・農地法・都市計画法・土壌汚染対策法等が複合的に絡みます。本格運用にあたっては必ず宅地建物取引士・弁護士・土地家屋調査士・税理士等の専門家関与のもとで行ってください。
【土地売買契約の性質に関する注記】 本契約書は、建物を含まない土地のみの売買を想定しています。建物を含む不動産売買の場合は別テンプレ(No.141 不動産売買契約書)を利用してください。土地の譲渡は消費税法第6条に基づき非課税取引となります。

前文
甲の正式名称(売主・例:○○株式会社又は個人氏名)と乙の正式名称(買主・例:○○株式会社又は個人氏名)は、別紙1「物件目録」記載の土地(以下「本物件」という。)の売買に関し、以下のとおり土地売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
【宅建業者関与の場合の追加文言(該当する場合のみ)】 なお、本契約締結に先立ち、宅地建物取引業者は乙に対し、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士による重要事項の説明を行ったことを甲乙確認する。

第1条(売買物件)
【解説】 土地売買の核となる条文。登記簿謄本の表示と完全一致させることが必須です。地目(宅地・田・畑・山林・雑種地等)は登記簿表記そのままに。
1. 甲は、乙に対し、別紙1「物件目録」記載の土地(以下「本物件」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
1. 本物件の所在、地番、地目、地積その他の表示は、別紙1のとおりとする。本物件の表示が登記簿謄本と相違する場合、登記簿謄本の表示によるものとする。

第2条(売買代金)
【解説】 土地の譲渡は消費税法第6条に基づき非課税取引。建物含む不動産売買と異なり、消費税の加算は不要です。
1. 本物件の売買代金は、金[○○,○○○,○○○]円とする。
1. 土地の譲渡は消費税法第6条及び同法別表第一に基づく非課税取引であるため、本売買代金に消費税及び地方消費税の加算は行わない。

第3条(地積・公簿売買/実測売買の選択)
【解説】 土地売買特有の重要条項。公簿売買か実測売買かの選択が、後の代金精算の有無を左右します。案件に応じていずれかを選択。
【選択肢A:公簿売買】
1. 本物件の地積は、別紙1「物件目録」記載の登記簿の地積によるものとする。
1. 実測の結果、登記簿の地積と差異が生じても、売買代金の増減及び精算は行わない(公簿売買)。
【選択肢B:実測売買】
1. 本物件の地積は、引渡し前までに甲の費用で実施する実測の結果による地積によるものとする。
1. 登記簿の地積と実測の結果による地積に差異が生じた場合、1㎡あたり金[○○,○○○]円の単価により、売買代金を増減・精算する。
1. 実測は、土地家屋調査士に依頼し、隣地所有者の立会いの下で行う。
【選択肢C:実測売買・地積確定後に契約成立】
本契約は、甲が引渡し日までに実測を完了し、実測結果に基づく地積確定書を乙に交付することを停止条件として効力を生じる。

第4条(手付金)
【解説】 手付金の額・授受時期・性質を明示。手付金は売買代金の5〜10%が一般的。解約手付(民法第557条)により、相手方の履行着手前は手付解除可能。
1. 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、手付金として金[○,○○○,○○○]円(売買代金の[○]%相当)を支払う。
1. 前項の手付金は、解約手付の性質を有するものとし、残代金支払時に売買代金の一部に充当される。
1. 手付金の領収については、甲は乙に対し、領収書を交付する。

第5条(売買代金の支払方法)
【解説】 売買代金の分割支払いを明示。手付金(契約時)・中間金(必要に応じて)・残代金(引渡時)の3段階が標準。残代金支払・引渡し・登記移転は同時履行とするのが実務的。
1. 乙は、甲に対し、本物件の売買代金を、次のとおり支払う。
1. 手付金(契約締結時):金[○,○○○,○○○]円
1. 中間金(令和○年○月○日):金[○,○○○,○○○]円(該当する場合)
1. 残代金(引渡し時) :金[○○,○○○,○○○]円 合計 金[○○,○○○,○○○]円
1. 乙は、前項各号の金銭を、甲が指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込手数料は乙の負担とする。
1. 残代金の支払いと第7条に定める所有権移転登記の申請及び本物件の引渡しは、同時に履行されるものとする。

第6条(所有権の移転)
【解説】 所有権移転の時期を明示。残代金完済時に所有権が移転するのが標準です。
本物件の所有権は、乙が甲に対し売買代金の全額を支払った時に、甲から乙に移転する。

第7条(所有権移転登記及び引渡し)
【解説】 所有権移転登記・引渡し時期・登記費用負担を明示。残代金支払・引渡し・登記申請を同時履行とするのが実務的。
1. 甲は、令和YYYY年MM月DD日に、乙に対し、本物件を現状有姿のまま引き渡す。
1. 甲は、引渡し日に、乙の残代金支払いと引換えに、乙に対し、所有権移転登記の申請に必要な書類(登記済証又は登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書等)を交付する。所有権移転登記の申請は、引渡し日に行う。
1. 所有権移転登記の申請に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)は、乙の負担とする。
1. 甲は、本物件に設定されている抵当権、賃借権その他の負担(別紙3「物件に関する権利関係」記載のものを除く。)について、引渡し日までに自己の負担と責任で抹消する。

第8条(公租公課の精算)
【解説】 固定資産税・都市計画税の負担を引渡し日基準で日割精算する標準的な条項。
1. 本物件にかかる固定資産税及び都市計画税は、引渡し日を基準として、引渡し日の前日までの分は甲の負担、引渡し日以降の分は乙の負担とし、日割計算により精算するものとする。
1. 起算日は、毎年[1月1日/4月1日]とする(地域慣行により選択)。

第9条(境界明示及び境界確定)
【解説】 土地売買特有の最重要条項。売主の境界明示義務を明確化します。境界確定協議書・実測図・境界標による明示方法を契約書で選択。
1. 甲は、本物件の引渡し日までに、乙に対し、本物件の境界を明示するものとする。境界明示の方法は、次の各号のいずれかとする。
1. 境界標(杭、プレート等)による現地での明示
1. 隣地所有者全員との境界確定協議書の交付
1. 確定測量図又は地積測量図の交付
1. 甲は、本物件と隣地との境界が未確定の場合、本物件の引渡し日までに、隣地所有者全員との境界確定協議を完了し、境界確定協議書を乙に交付するよう努める。
1. 隣地所有者の協力が得られず境界確定協議が完了しない場合、甲乙は協議の上、引渡し日の延期、又は境界未確定のまま引渡しを行うか(乙が境界確定リスクを負担)について決定する。
1. 本契約締結後に、隣地所有者との間で境界に関する紛争が生じた場合、引渡し前は甲の負担と責任で、引渡し後は乙の負担と責任で対応する(別段の合意がない限り)。

第10条(土壌汚染・地中障害物)
【解説】 土地売買特有の重要条項。引渡し後に土壌汚染・地中障害物が発見されると、買主に多額の損害が発生します。売主の表明・調査・告知義務を明示。
1. 甲は、本物件について、甲の知る限り、土壌汚染対策法に定める特定有害物質による土壌汚染、地中障害物(旧建物の基礎、浄化槽、井戸、廃棄物等)が存在しないことを表明する。
1. 乙は、本物件の引渡し前までに、自己の費用負担により、本物件の土壌調査及び地中障害物調査を行うことができる。
1. 引渡し前に土壌汚染又は地中障害物が発見された場合、甲は自己の費用と責任で除去するものとし、除去が困難な場合、乙は本契約を解除することができる。
1. 引渡し後に発見された土壌汚染又は地中障害物について、次の各号により処理する。
1. 引渡し日から[2]年以内に発見されたものは、甲の費用と責任で除去又は損害賠償を行う。
1. 前号の期間を経過した後に発見されたものは、乙の負担とする。
1. 前各号にかかわらず、甲が知りながら乙に告知しなかったものについては、期間を問わず甲の費用と責任で除去又は損害賠償を行う。

第11条(危険負担)
【解説】 2020年民法改正により債務者主義(売主負担)が原則。引渡し前の天災等による損害リスクは売主が負担します。
本物件の引渡し前に、本物件が天災地変その他甲乙いずれの責めにも帰さない事由により滅失又は毀損した場合、甲は乙に対し、本契約を解除することができる。この場合、甲は乙から受領した手付金・中間金等の金銭を、無利息にて乙に返還する。

第12条(物件状況等の確認)
【解説】 土地特有の物件状況(地盤・周辺環境・利用規制等)を別紙で共有することで、後の契約不適合トラブルを予防します。
1. 甲は、本物件を、別紙4「物件状況等報告書」記載の状態のまま乙に引き渡す。
1. 乙は、本契約締結前に本物件を検分し、別紙4の内容を確認したことを認める。
1. 別紙4に記載された物件状況については、第13条(契約不適合責任)の対象としない。

第13条(契約不適合責任)
【解説】 2020年民法改正対応の条項。土地特有の不適合(土壌汚染・地中障害物・地積差異等)を契約で整理します。
1. 引き渡された本物件が、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)、乙は甲に対し、追完請求(補修等)、代金減額請求、損害賠償請求又は契約解除を行うことができる。
1. 前項の請求は、乙が契約不適合を発見した日から1年以内に、その旨を甲に通知することを要する。
1. 本契約の引渡し日から[2]年を経過した後に発見された契約不適合については、甲は本条の責任を負わない(以下「責任期間」という。)。
1. 次の各号に該当する事由については、契約不適合の対象としない。
1. 乙が本契約締結時に知っていた又は重大な過失により知らなかった事由
1. 第12条第1項に基づき別紙4で開示された物件状況
1. 第3条(地積)の公簿売買を選択した場合の地積差異
1. 第10条(土壌汚染・地中障害物)の規定により別途処理される事由
1. 甲が宅地建物取引業者であって乙が宅地建物取引業者でない個人である場合、本条第3項の責任期間にかかわらず、引渡し日から2年以内に発見された契約不適合について甲が責任を負う(宅地建物取引業法第40条)。

第14条(融資利用の特約・ローン特約)
【解説】 買主が金融機関融資を利用する場合の重要条項。融資不承認時の解除を契約で明示し、買主保護を図ります。
1. 乙が本物件取得のため、下記の融資の利用を希望する場合、乙は本契約締結後速やかに、所定の融資申込手続きを誠実に行うものとする。
【融資の特定】 - 融資先 :[金融機関名] - 融資金額 :金[○○,○○○,○○○]円 - 融資承認期日:令和○年○月○日
1. 前項の融資承認期日までに融資の全部又は一部について承認が得られない場合、乙は甲に対し、書面又は電磁的方法による通知をすることにより、本契約を解除することができる。
1. 前項に基づく解除の場合、甲は、乙から受領した手付金・中間金等の金銭を、本契約解除の通知到達後速やかに、無利息にて乙に返還する。
1. 本条に基づく解除の場合、甲及び乙は、相互に違約金・損害賠償その他の金銭請求を行わないものとする。

第15条(農地法等の許可・停止条件)
【解説】 農地の売買では農業委員会の許可が必須。市街化調整区域では開発許可が必要なケースあり。該当する場合のみ本条を残し、それ以外は削除可。
【農地の場合】
1. 本物件は、農地法に定める農地(地目:田又は畑)である。本契約は、本物件について農地法第[3条/5条]に基づく農業委員会(又は都道府県知事)の許可を取得することを停止条件として効力を生じる。
1. 甲及び乙は、許可申請に必要な書類の作成・提出に協力する。
1. 許可が得られなかった場合、本契約は当然に効力を失い、甲は乙から受領した手付金等を無利息にて返還する。
【市街化調整区域の場合】
1. 本物件は、都市計画法上の市街化調整区域に所在し、原則として建築・開発が制限されている。乙は、建築・開発については都道府県知事の開発許可が必要であることを了承する。
1. 乙の建築・開発計画について、開発許可が得られなかった場合の取扱いは、甲乙別途協議する。

第16条(手付による解除)
【解説】 民法第557条に基づく解約手付の規定。相手方の履行着手前は、手付解除が可能。実務上、手付解除の期限を契約で具体的に定めることもあります。
1. 甲及び乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、次の方法により本契約を解除することができる。
1. 乙は、第4条の手付金を放棄して解除
1. 甲は、第4条の手付金の倍額を乙に償還(現実に提供)して解除
1. 前項に基づく解除の場合、本条以外の条項(違約金・損害賠償等)に基づく請求はできないものとする。
1. 本条に基づく解除は、令和[YYYY年MM月DD日]までに限り行うことができる(手付解除期限)。

第17条(契約違反による解除及び違約金)
【解説】 当事者の契約違反による解除と違約金を定めます。違約金の額は売買代金の10〜20%が一般的。
1. 甲又は乙が本契約に違反した場合、相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
1. 前項に基づき解除した場合、解除された当事者は、相手方に対し、違約金として売買代金の[20]%相当額を支払うものとする。違約金は、損害賠償額の予定とし、これを超える損害賠償の請求はできない。
1. 違約金の支払いに伴う精算は次のとおりとする。
1. 乙が違約解除された場合:既に支払った手付金・中間金等から違約金を控除し、残額を乙に返還する。違約金が手付金・中間金等を超える場合は、その差額を乙が甲に支払う。
1. 甲が違約解除された場合:甲は、手付金・中間金等を乙に返還するとともに、別途違約金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力の排除)
【解説】 全国の暴排条例に対応する条項。違反時には催告なしの解除権が認められます。
1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員、従業員その他自己の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
1. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
1. 暴力的な要求行為
1. 法的な責任を超えた不当な要求行為
1. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
1. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
1. その他前各号に準ずる行為
1. 甲又は乙が前2項の表明保証に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。本物件の引渡し後に違反が判明した場合も同様とし、解除した当事者は相手方に対し、原状回復及び損害賠償を請求することができる。
1. 本契約の解除に伴い、甲は乙から受領した売買代金を返還し、乙は本物件を甲に返還する。所有権移転登記済みの場合は、抹消又は再移転登記の手続きを行う。

第19条(秘密保持)
【解説】 契約交渉・履行過程で知り得た相手方の情報の取扱いを定めます。
1. 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関連して知り得た相手方の財務上、営業上その他事業に関する一切の情報(本契約の存在及び内容を含む。)を、本契約の目的以外に使用してはならず、また相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
1. 本条の規定は、本契約終了後[3]年間有効に存続する。
1. 法令又は規制当局の要求により開示が義務付けられる場合、専門家(弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士等)への開示の場合は、本条の制限を受けないものとする。

第20条(個人情報の取扱い)
【解説】 個人売買・個人情報の取扱いが必要な場合の標準条項。
甲及び乙は、本契約の履行に関連して個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報)を取り扱う場合、同法その他関連法令を遵守し、適切に取り扱うものとする。

第21条(通知)
【解説】 契約上の通知の方法・宛先を定める実務的な条項。
本契約に関する通知は、次の各当事者の宛先に対し、書面の送付又は電磁的方法(電子メール等)により行うものとする。通知先の変更がある場合、当事者は速やかに相手方に新たな通知先を通知する。
甲(売主)の通知先: 住所:[甲の住所] 氏名又は名称:[甲の正式名称] 電子メール:[甲のメールアドレス]
乙(買主)の通知先: 住所:[乙の住所] 氏名又は名称:[乙の正式名称] 電子メール:[乙のメールアドレス]

第22条(譲渡禁止)
【解説】 契約上の地位を勝手に第三者へ移転することを禁止する条項。
甲及び乙は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、担保提供その他の方法により処分してはならない。

第23条(完全合意・修正)
【解説】 本契約締結前の口頭・書面合意を本契約に統合する条項。
1. 本契約は、本物件の売買に関する甲乙間の完全な合意であり、本契約締結前の一切の口頭又は書面による合意、了解、表明、保証その他のコミュニケーションに優先する。
1. 本契約の修正又は変更は、甲乙書面又は電磁的方法による合意によるものとし、これによらない修正・変更は効力を有しない。

第24条(準拠法及び合意管轄)
【解説】 国際取引でなければ日本法準拠が基本。管轄裁判所は物件所在地が一般的。
1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
1. 本契約に関連して甲乙間に紛争が生じた場合、本物件所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(協議事項)
【解説】 契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めます。実務上ほぼ必須の一般条項。
本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議の上、解決を図るものとする。

末尾
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名又は記名押印の上、各1通を保有する。
(電子契約による締結の場合は、電磁的記録を作成し、甲乙が電子署名を施し、これをもって本書面に代えるものとする。本契約は、2022年5月施行の宅地建物取引業法施行規則改正に基づき、電磁的方法による契約締結に対応している。)

[締結年月日(例:YYYY年MM月DD日)]

【甲(売主)】 住所:[甲の住所(個人の場合)又は本店所在地(法人の場合)] 氏名又は名称:[甲の氏名又は正式名称] (法人の場合)代表者:代表取締役 [氏名] 印 (個人の場合):[氏名] 印

【乙(買主)】 住所:[乙の住所(個人の場合)又は本店所在地(法人の場合)] 氏名又は名称:[乙の氏名又は正式名称] (法人の場合)代表者:代表取締役 [氏名] 印 (個人の場合):[氏名] 印

宅地建物取引士の記名(宅建業者関与の場合のみ)
本契約に宅建業者が仲介又は売主として関与する場合、宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引士の記名(2022年宅建業法改正により押印義務廃止・電子契約の場合は電子署名)を行います。
【宅地建物取引士】 氏名:[宅建士の氏名] 登録番号:[○○県知事登録第○○○号] 所属:[所属する宅建業者の名称]

別紙(必要に応じて添付)
別紙1:物件目録
	項目
	内容

	所在
	

	地番
	

	地目
	[宅地/田/畑/山林/雑種地等]

	地積(登記簿)
	㎡

	実測地積(該当する場合)
	㎡

	都市計画法上の区分
	[市街化区域/市街化調整区域/非線引き等]

	用途地域
	[第一種住居地域等]

	その他規制(該当する場合)
	[農業振興地域/砂防指定地等]


別紙2:境界確定の状況
	項目
	内容

	境界確定の有無
	[確定/未確定/一部確定]

	境界確定協議書
	あり/なし

	隣地所有者一覧
	(隣地ごとに記載)

	境界標の有無
	あり/なし

	実測図・地積測量図
	あり/なし


別紙3:物件に関する権利関係
	権利の種類
	内容
	抹消の有無

	抵当権
	[権利者・債権額等]
	引渡し日までに抹消

	賃借権
	[賃借人・賃料等]
	抹消しない/抹消する

	地役権
	
	

	その他
	
	


別紙4:物件状況等報告書
	項目
	状況
	備考

	土壌汚染の調査履歴
	有/無
	

	過去の建物の有無
	有/無
	(有の場合、用途・解体時期)

	過去の工場・GS等
	有/無
	

	地中障害物の有無
	有/無
	

	地盤の状態
	良好/問題あり
	(地盤改良履歴等)

	水害・浸水履歴
	有/無
	

	接道状況
	
	(接道幅・道路種別)

	インフラ整備状況
	
	(上下水道・ガス・電気)

	周辺環境(騒音・臭気等)
	
	

	その他
	
	



印紙税について
土地売買契約書は、第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)として印紙税の課税対象です(建物含む不動産売買と同じ扱い)。
第1号文書の印紙税額(参考・2026年5月時点)
	契約金額
	印紙税(軽減税率適用時)

	1万円未満
	非課税

	100万円以下
	500円

	500万円以下
	1,000円

	1,000万円以下
	5,000円

	5,000万円以下
	10,000円

	1億円以下
	30,000円

	5億円以下
	60,000円

	10億円以下
	160,000円

	50億円以下
	320,000円

	50億円超
	480,000円


(印紙税の軽減税率は所得税法の改正により延長・廃止されることがあります。最新の税率は国税庁の公式情報をご確認ください。)
電子契約による締結なら印紙税ゼロ
電子契約サービスを利用して締結する場合、印紙税は発生しません。土地売買は契約金額が大きくなることが多く、節税効果が極めて大きい契約類型です。
(具体的な税務判断は税理士にご相談ください。)

電子契約による締結のすすめ
本契約は、2022年5月施行の宅地建物取引業法施行規則改正により、電子契約サービスでの締結が可能となりました。土地売買特有のメリット:
· 印紙税ゼロ(高額契約では数万円〜数十万円の節税)
· 遠隔取引の容易化(遠方の買主・売主との取引)
· 印刷・郵送・押印の手間が不要
· 改ざん検知(タイムスタンプ・電子署名)
· 電子帳簿保存法に自動対応(2024年1月完全義務化)
· 関連書類の一元管理(境界確定協議書・実測図・物件状況報告書・土壌調査書等)
· 2022年宅建業法改正対応(電子書面で37条書面を満たす)

利用上の注意
※本テンプレートは弁護士監修ですが、土地の地目・所在地・利用予定に応じた修正が必要です。本格運用にあたっては必ず宅地建物取引士・弁護士・土地家屋調査士・税理士等の専門家関与のもとで行ってください。
公簿売買/実測売買の選択(第3条)
· 第3条は3つの選択肢(A:公簿売買/B:実測売買・精算/C:実測売買・地積確定後成立)から1つを選んでください。
· 不要な選択肢は削除してください。
· 厳密な地積が必要な場合(建築予定等)は実測売買を、測量費を抑えたい場合は公簿売買を選択するのが一般的です。
境界明示・確定(第9条)
· 売主の境界明示義務は宅建業法上の重要事項。
· 境界が未確定の場合、引渡し前の境界確定協議完了が望ましいです(隣地所有者の協力が必須)。
· 境界紛争のリスクが高い場合、土地家屋調査士への事前相談を強くおすすめします。
土壌汚染・地中障害物(第10条)
· 工場跡地・GS跡地・古い住宅地等では土壌汚染リスクが高いです。
· 売主の表明・告知義務を明確化し、引渡し後[2]年以内の発見は売主負担とするのが標準。
· 売主が知りながら告知しなかったものは期間制限なしで売主負担(信義則違反)。
· 重要案件では引渡し前に土壌調査を実施することをおすすめします。
農地法等の許可(第15条)
· 農地(地目:田・畑)の売買には農業委員会の許可が必須(農地法第3条又は第5条)。
· 許可を停止条件として契約成立とするのが実務的。
· 市街化区域内の農地は届出制(許可不要)。
· 該当しない場合は第15条を削除してください。
地目別の追加検討事項
· 農地:農地法対応、農業振興地域の指定
· 山林:森林法の伐採届出、保安林指定
· 市街化調整区域:開発許可、既存宅地確認
· 接道なし土地:再建築不可リスク(建築基準法第43条)
物件状況報告書(別紙4)の充実
· 別紙4には可能な限り詳細な情報を記載してください。
· 物件状況報告書での開示事項は契約不適合責任の対象外(第13条第4項)となり、後の紛争予防に有効です。
必須の専門家関与
土地売買は、以下の専門家の関与が事実上必須です:
· 宅地建物取引士:重要事項説明・37条書面
· 弁護士:契約書のレビュー・特殊条項
· 土地家屋調査士:測量・境界確定・地積測量図
· 司法書士:所有権移転登記の申請
· 税理士:譲渡所得・印紙税の判断
· (必要に応じて)行政書士:農地法・開発許可申請
海外取引・国際的土地売買
外国人当事者・海外法人による土地取得には、別途規制(外国為替及び外国貿易法等)が及ぶ場合があります。国際取引に精通した弁護士にご相談ください。
なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。
※本テンプレートは2026年5月時点の法令・実務慣行をもとに作成しています。法令や制度は変更される場合がありますので、最新情報をご確認の上ご利用ください。本テンプレートは一般的なひな形であり、特定の事案に関する法的・税務的助言を提供するものではありません。土地売買は宅建業法・民法・農地法・都市計画法・土壌汚染対策法・登記法等が複合的に絡むため、本格運用にあたっては必ず宅地建物取引士・弁護士・土地家屋調査士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
